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特定再生資源屋外保管業（変更）許可申請に
おける「ちば電子申請サービス」による
電子納付方法

令和８年３月２日版 千葉県環境生活部ヤード・残土対策課

金属スクラップヤード対策班



手数料の納付方法

・右記記載の申請では、令和８年３月２日から

「ちば電子申請サービス」を利用して

手数料をお支払い（電子納付）いただけます。
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（令和８年３月現在）

申請の種類

許可申請【千葉県特定再生資源屋外
保管業の規制に関する条例】

変更許可申請



許可申請の全体像
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申請者 県

ちば電子申請サービスに
アクセスし、必要事項を入力、申請

（電子納付の申込）

受理メール
（手数料の電子納付について

案内するメール）

ちば電子申請サービスから
手数料の電子納付

納入の確認

この手引きでは青枠で
囲った部分を説明しています

申請書・添付書類の提出※１ 形式審査・収受

※ 書面での申請や紙媒体で提出する書類がある場合には、必ず下記の相談窓口へ事前に御相談ください。
【相談窓口】 千葉県 環境生活部 ヤード・残土対策課 金属スクラップヤード対策班 電話：043-223-3275

申請内容の確認P5

P16



申請の手順
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・「ちば電子申請サービス」を利用して申請する場合は、①→②→③の順に手続きを行う必要があります。

①申請書・添付書類の提出

②補正が完了し、申請収受後にちば電子申請サービスから電子納付申込

③ちば電子申請サービスから手数料を電子納付

☛③の支払い可能期限までに申請手数料を納付しなければ、再度②をやり直すこととなりますのでご注意ください。

②補正完了後、電子納付申込①書類提出
（窓口への持参も可）

③手数料納付
（電子納付）

【イメージ図】



「ちば電子申請サービス」の利用方法

○申請者用URL

・許可申請

https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=56977

・変更許可申請

https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=56980

※各QRコードからもアクセスが可能です。
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申請内容ごとに申し込み先が異なりますので、ご希望の申請内容先にアクセスください。



「ちば電子申請サービス」の利用者登録（１）

①利用者ログインの画面が開きます。利用
者登録せずに申し込む場合は、「利用者登
録せずに申し込む方はこちら」をクリック
します。

②ちば電子申請サービスの利用者登録さ
れる方は「利用者登録される方はこちら」を
クリックします。

③既に利用者登録がお済みの方は、「利用
者ID」、「パスワード」を入力してログイン
します。

※次項からは「利用者登録せずに申し込む
場合」について説明しています。
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①

③

②

千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例許可申請



「ちば電子申請サービス」の利用者登録（２）

④利用規約を確認し「同意する」を選択します。
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④

ページ下にスクロール

千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例許可申請



「ちば電子申請サービス」の利用者登録（３）

⑤メールアドレスを入力し、「完了する」

ボタンをクリックします。

☛メールが届かない場合は、

「pref-chiba@apply.e-tumo.jp」からのメール
受信が可能な設定に変更してください。

対策を行っても、メールが届かない場合は、
別のメールアドレスを使用して申込みを
行ってください。
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⑤

千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例許可申請



「ちば電子申請サービス」の利用者登録（４）

⑥受信したメールに記載されているURL

にアクセスすると申請の申込画面が

開きます。

⑥
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https:// ～

千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例許可申請



②

「ちば電子申請サービス」での申請内容の登録（１）
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①入力画面の指示に従い申請情報を入力
し登録します。

入力内容一覧

申請者氏名・法人名

郵便番号・住所

電話番号

担当者名・連絡先

特定再生資源屋外保管業（変更）許可申請書
※お使いのPCで異体字が入力できない場合は
金属スクラップヤード対策班までお問合せください。
(043-223-3275)

②申請者の氏名・フリガナについて、

対応する欄を選択し、入力します。

・個人の場合 → 「氏 名」の欄を選択

・法人の場合 → 「法人名」の欄を選択



「ちば電子申請サービス」での申請内容の登録（２）
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③申請担当者について、本人申請または
行政書士申請のどちらかを選択してくださ
い。

③



「ちば電子申請サービス」での申請内容の登録（３）
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④（変更）許可申請書について、「ファイルの
選択」ボタンをクリックして、申請書の第１面
から第６面（変更許可申請は第５面まで）の
電子データを登録してください。

④

⑤

⑤図面や標準作業書等、申請書以外の電子
データを登録してください。



「ちば電子申請サービス」での申請内容の登録（４）
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⑥ファイルを選択し直す場合には「削除」

ボタンをクリックしてから、再度「ファイルを
選択」ボタンをクリックして正しいファイルを
添付してください。

⑦記入が全て終わりましたら「確認へ進む」
ボタンをクリックしてください。

※未記入の項目があるとメッセージが表示
されますので、記入していただき改めて「確
認へ進む」ボタンをクリックしてください。

⑦

⑥



「ちば電子申請サービス」での申請内容の登録（５）
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⑧「申込む」ボタンをクリックしてください。

⑧



「ちば電子申請サービス」での申請内容の登録（６）
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※申し込みが完了すると、整理番号と

パスワードが発行されます。

⑨この整理番号とパスワードは、手数料の

支払いに必要となるので、紛失に注意して

ください。

☛以上でちば電子申請サービスの申し込み
が完了です。続いて、ちば電子申請サービス
での電子納付に移ります。

⑨



「ちば電子申請サービス」での電子納付（１）
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①ちば電子申請サービスでの申込内容の

確認が完了次第、申請が受理されます。

申請が受理されると、右のようなメールが

登録されたメールアドレス宛に送信されます
（受理通知）。

②支払いを行うには、受信したメールに記載
されているURLにアクセスし、申込内容照会
画面を開きます。

②

123456789012

https:// ～

千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例許可申請

特定再生資源屋外保管業許可申請書を受理しましたので通知します。



「ちば電子申請サービス」での電子納付（２）
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③アクセスすると申込時に発行された整理
番号・パスワードを入力画面がでます。

④登録時の整理番号とパスワードを入力く
ださい。

④④



「ちば電子申請サービス」での電子納付（３）

18

⑤申込内容照会画面から支払い方法を確認し、
速やかに手数料を電子納付します。
（メールが届くまでは、手数料の納付はできませ
ん。）

支払方法は、

〇銀行ATM、インターネットバンクでのお支払いを
希望の方は、Pay-easy

⇒（使い方） https://www.pay-easy.jp/howto/

〇クレジットカード、スマホQRコード決済（ PayPay、
d払い、auPAY ）での支払いを希望の方は、

Omni Payment Gateway（NTTデータ決済代行）

にてお支払いください。

☛支払い期限が設定されているためご注意くださ
い。期限が切れてしまった場合は金属スクラップ
ヤード対策班までご連絡ください。
TEL 043-223-3275

⑤

☛

123456789012

千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例許可申請



「ちば電子申請サービス」での電子納付（４）
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⑤

⑤ちば電子申請サービスの申込内容照会
（P２１）の画面から支払いが完了しているか
確認できます。

右記のように表示されていれば手続きは完
了です。

金属スクラップヤード対策班



【参考】整理番号・パスワード発行（１）

20

①申し込みが完了すると、整理番号とパス
ワードが発行されます。

☛この整理番号とパスワードは、手数料の
支払いに必要となるので、紛失に注意してく
ださい。

①
123456789012



【参考】整理番号・パスワード発行（２）
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②登録したメールアドレス宛に、発行された
整理番号とパスワードが配信されます。

☛整理番号・パスワードの確認できるメール
の配信は、１回限りです。紛失に注意して
ください。

③申込内容を確認する場合は、受信したメー
ルに記載されているURLにアクセスし、申込
内容照会画面を開きます。

②

③

https:// ～

123456789012

特定再生資源屋外保管業許可申請の申込が完了しました。



【参考】整理番号・パスワード発行（３）
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④ちば電子申請サービスの申込内容照会
の画面から、発行された整理番号・パス
ワードを入力すると、申込された申請の進
捗を確認することができます。

④



問い合わせ先
・申請内容に関してお困りの場合は、以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

千葉県環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班

【固定電話】043-223-3275

・申請内容以外の「ちば電子申請サービス」の操作方法等についてお困りの場合は、以下のお問い合わせ先に
ご連絡ください。

【固定電話】0120-464-119（フリーダイヤル）

【携帯電話】0570-041-001（有料）

電話による問い合わせは、平日9時～17時（土日祝日及び12月29日～1月3日を除く）

【F A X】06-6455-3268

【E-mail】help-sinsei-chiba@apply.e-tumo.jp

又は「ちば電子申請サービス」内の問い合わせフォーム

FAX、E-mailは24時間365日受付
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